
証券コード 7571

平成30年６月13日

株 主 各 位
東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

株式会社ヤマノホールディングス

代表取締役社長 山 野 義 友

第32回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第32回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）午後６時まで

に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１．日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都新宿区西新宿８丁目17番１号

住友不動産新宿グランドタワー５階

（コンファレンスセンター）

（末尾の株主総会会場案内図をご参照ください。）
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３．目的事項

報 告 事 項　１. 第32期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結

計算書類監査結果報告の件

　２. 第32期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役７名選任の件

４．インターネット開示に関する事項

　株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注

記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト

（http://www.yamano-hd.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類

には記載しておりません。また、「連結注記表」及び「個別注記表」は、会計監査人

が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部で

あります。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持
参くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.yamano-hd.com/）に掲
載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績や雇用環境に改善の動きが見

られ、緩やかな回復基調が続きましたが、欧米や東アジアにおける不安定な政治

動向や地政学的リスクが懸念されるなど先行きについては不透明な状況が続きま

した。

当社グループを取り巻く環境におきましては、物価の上昇による個人消費者の

節約志向や競争の激化など、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは当期において、「スポーツ事業」・「卸売事

業」からの撤退を行い、当社グループを「美容事業」及び「和装宝飾事業」に集

約する大規模な選択と集中を実行し、新たな成長加速の実現に向けた事業再編を

行いました。

当連結会計年度の業績は、事業撤退の影響により、売上高は149億47百万円（前

期比43.2％減）、営業利益は２億19百万円（前期比39.6％減）となりました。経常

利益については、事業譲渡による収入をシンジケートローンの早期返済に充当す

ることにより支払利息が減少し、また受取配当金が増加したこと等がありました

が、事業撤退による営業利益の減少により２億65百万円（前期比24.1％減）とな

りました。親会社株主に帰属する当期純利益については、事業撤退損の計上があ

ったものの、卸売子会社の株式を一部売却したことによる関係会社株式売却益の

計上があり、５億２百万円（前期比166.1％増）となりました。

当社グループのセグメントの業績は、以下のとおりであります。

１）「美容事業」

美容事業の売上高は、店舗閉鎖を前期に13店舗、当期に３店舗行ったことによ

り、20億46百万円（前期比6.3％減）となりましたが、不採算店舗の整理完了後の

新たな収益モデル構築に向け、関東地区に２店舗の新規出店をいたしました。損

益面では、スタッフへの技術研修の強化や販促活動の効率化を実施したことによ

り単価の改善が図られ、管理コスト削減にも努めた結果、セグメント利益41百万

円（前期比16.5％増）となりました。
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２）「和装宝飾事業」

和装宝飾事業での売上高は、和装小売部門は概ね前期並みの売上高で堅調に推

移しましたが、宝飾小売部門において、前期に不採算店舗11店舗を閉鎖した影響

があり、和装宝飾全体では105億27百万円（前期比3.1％減）となりました。 損益

面では、堅調を維持する和装小売部門において報奨金支給等の人件費増があり、

セグメント利益は３億70百万円（前期比18.8％減）となりました。

３）「ＤＳＭ事業」

ＤＳＭ事業では不採算事業所の整理のため、前期に６拠点、当期に５拠点の事

業所統廃合を行い、売上高は19億91百万円（前期比15.8％減）となりました。損

益面では、事業所統合によるコスト削減はあったものの、販売員の稼働率低下に

よる売上高減少の影響は大きく、セグメント損失22百万円（前期はセグメント利

益48百万円）となりました。

４）「スポーツ事業」

平成29年５月23日付で事業譲渡を実行したことにより、売上高は３億78百万円

（前期比89.3％減）、セグメント損失は１億36百万円（前期はセグメント損失１億

84百万円）となりました。

５）「卸売事業」

平成29年５月24日、25日付で、卸売事業を営む堀田丸正株式会社の株式を一部

売却したことにより、卸売事業は当連結会計年度の期首で連結の範囲から除外し

ております。なお、前期における当該事業の売上高は66億62百万円、セグメント

利益は51百万円であります。

６）「その他の事業」

その他の事業に含まれていた堀田丸正株式会社の子会社３社を、当連結会計年

度の期首で連結の範囲から除外したため、売上高は０百万円（前期比99.9％減）

となり、セグメント損失は13百万円（前期はセグメント利益８百万円）となりま

した。
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　(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度において、実施した企業集団の設備投資の総額は、91百万円で、

その主なものは営業拠点の改修等85百万円、本部の器具備品等６百万円でありま

す。

　(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、短期借入金が1億５百万円減少し、長期借入金の返済

を12億19百万円実施しております。

　(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　当社は、平成29年５月23日付で、スポーツ事業をＲＩＺＡＰ株式会社に事業譲

渡いたしました。

　(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　当社は、平成29年10月１日付で連結子会社である株式会社マイスタイルを吸収

合併いたしました。

　(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(8) 企業集団が対処すべき課題

当連結会計年度においては、スポーツ事業および卸売事業からの撤退を実施し、

美容事業子会社の吸収合併を行い、当社グループを一旦、美容事業と和装宝飾事

業に集約する「選択と集中」を行い、新たな成長加速に向けた大きな事業再編を

実行いたしました。

しかしながら既存事業である美容事業・和装宝飾事業・ＤＳＭ事業を取り巻く

環境は、市場の成熟化、顧客ニーズの多様化、ライフスタイルの変化、更に業種

業態を超えた競争激化など、厳しい状況が続いております。その中で、当社グル

ープが持続的な成長を実現していくために、以下の取り組みを重要課題として捉

えております。
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①事業領域拡大に向けた取り組み

当社グループの成長戦略の柱であるＭ＆Ａにより、収益拡大が見込まれる新規

事業の開拓を積極的に推進してまいります。

既存事業の商圏拡大への取り組みと並行しつつ、小売・サービス業に捕われな

い幅広い領域を視野に入れながら、強化した投資力とこれまでに蓄積してきた事

業再生ノウハウを活用したＭ＆Ａ戦略を推進し、グループの収益力向上と成長を

目指してまいります。

②新規顧客拡大に向けた取り組み

市場環境・消費者動向の変化の中で、安定した収益力を維持しつつ確実な商圏

拡大を目指すために、従来からの営業施策である「ソフトと価値の提供」によっ

て既存顧客との信頼関係強化に努める一方で、新規顧客獲得を推進してまいりま

す。

新規顧客拡大への取り組みをグループ共通の課題として各事業において浸透さ

せ、顧客の満足と信頼につながる「ソフトと価値の提供」施策の充実と深化によ

り、新たな顧客創出を図り、既存事業での収益拡大に努めてまいります。

③人財育成と定着化への取り組み

Ｍ＆Ａによる事業領域拡大や既存事業の商圏拡大を進めていくためには、社内

管理体制の構築と整備は重要な課題となります。当社グループでは、管理部門を

集中させることにより管理コスト削減と資金運用の効率化を図ってまいりました

が、事業再編により強化された投資力を、人財確保と育成コストに活用してまい

ります。

今後新たに、管理部門及び各事業・連結子会社共通の採用教育担当部門を設置

し、人財育成に総合的な視点を設けることで、従業員の意欲向上と定着率の向上

を図ってまいります。同時に、各事業における研修・教育内容は、それぞれ事業

の特性に特化した教育・研修内容に注力していくことで、人財一人ひとりの生産

性向上を図ってまいります。

④企業の社会的責任への取り組み

当社グループでは、事業拡大・収益拡大への取り組みを推進する一方で、企業

に求められる法的責任、経済的責任、社会貢献についても重視してまいります。

コンプライアンス委員会の活動強化や充実を図り、コンプライアンスの徹底に

努めるとともに、グループ全体の社会的信用度を高めるための活動についても積

極的に推進してまいります。

　

以上の取り組み強化に努めることにより、グループの収益力向上と成長加速を

図りながら、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
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　(9) 財産及び損益の状況
　 ① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

区 分
第 29 期
(平成26年度)

第 30 期
(平成27年度)

第 31 期
(平成28年度)

第 32 期
(平成29年度)

(当連結会計年度)

売 上 高 23,168 23,791 26,328 14,947

経 常 利 益 83 247 349 265

親会社株主に帰属する当期純利益 178 61 188 502

１株当たり当期純利益 5.17円 1.79円 5.55円 14.75円

総 資 産 11,288 12,707 11,627 7,409

純 資 産 2,610 2,402 2,508 1,595

(注) 1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しており
ます。

2． 第32期より新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、株
主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の株式
は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。

3． 第32期は、平成29年５月23日付で当社のスポーツ事業をＲＩＺＡＰ株式会社に事業譲渡し
ております。また、堀田丸正株式会社の所有株式を一部売却し、当連結会計年度の期首に
おいて堀田丸正株式会社及び同社の子会社４社を連結の範囲から除外しております。

　
　 ② 当社の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

区 分
第 29 期
(平成26年度)

第 30 期
(平成27年度)

第 31 期
(平成28年度)

第 32 期
(平成29年度)
(当 期)

売 上 高 13,090 12,848 12,419 9,739

経 常 利 益 260 161 200 173

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

△252 5 210 730

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△7.32円 0.15円 6.17円 21.47円

総 資 産 6,705 6,604 6,648 6,108

純 資 産 744 626 768 1,582

(注) 1. １株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式総数により算出しておりま
す。

2． 第29期は、平成26年４月１日付で連結子会社の堀田丸正株式会社から取得したＨＭリテー
リングス株式会社を平成26年７月１日付で吸収合併しております。

3． 第32期より新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、株
主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の株式
は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。

4． 第32期は、平成29年５月23日付で当社のスポーツ事業をＲＩＺＡＰ株式会社に事業譲渡し
ております。また、平成29年10月１日付で連結子会社の株式会社マイスタイルを吸収合併
しております。
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　(10) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社との関係

該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社すずのき 10,000千円 100.0％ 和装品、毛皮品等の販売

株式会社ヤマノセイビング 100,000千円 100.0％
割賦販売法に基づく前払式特定
取引による商品売買の取次

(注) 1. 堀田丸正株式会社については、所有株式を一部売却し、当連結会計年度の期首において堀
田丸正株式会社及び同社の子会社４社を連結の範囲から除外しております。

2. 株式会社マイスタイルは、平成29年10月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消
滅しました。

　

(11) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

　 ① 企業集団の主要なセグメントの内容

当社グループの主要な事業は、美容室の運営及び和装品、宝飾品、毛皮、洋

装品、寝装品、健康関連商品の販売であります。

事業部門 事業内容

美容事業 美容室の運営

和装宝飾事業 和装品、宝飾品、毛皮等の販売

ＤＳＭ事業 家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の催事販売及び訪問販売

その他事業 前払式特定取引業等
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　 ② 当社の主要な事業の内容

当社は、企業理念である美道五原則「髪・顔・装い・精神美・健康美」に基

づき、和装品、宝飾品、洋装品、寝装品、健康関連商品の販売等を行っており

ます。

事業部門 事業内容

美容事業 美容室の運営

和装宝飾事業 和装品、宝飾品の販売

ＤＳＭ事業 家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の催事販売及び訪問販売

(12) 主要な事業所（平成30年３月31日現在）

　 ① 当社 本社 東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

営業店舗
　

部 門
店 舗 数 及 び
事 業 所 数

地 域 別

美容事業 87店舗
北海道1 東北4 関東61 中部北陸3
近畿17　 中国四国1

和装宝飾事業 77店舗
北海道1 東北6 関東32 中部北陸7
近畿11 中国四国5 九州沖縄15

ＤＳＭ事業 62事業所
北海道6 東北10 関東11 中部北陸14
近畿8 中国四国7 九州沖縄6

　 ② 主要な子会社の名称及びその所在地
　

会 社 名 所 在 地

株式会社すずのき 東京都渋谷区

株式会社ヤマノセイビング 東京都渋谷区

(注)1. 堀田丸正株式会社については、所有株式を一部売却し、当連結会計年度の期首において堀田丸
正株式会社及び同社の子会社４社を連結の範囲から除外しております。

2．株式会社マイスタイルは、平成29年10月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅し

ました。
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(13) 従業員の状況（平成30年３月31日現在）

　 ① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

639名（641名） 330名減

(注)1.従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

2.従業員数が前連結会計年度末に比べ330名減少いたしましたのは、スポーツ事業の事業譲渡及
び堀田丸正株式会社の株式売却による連結子会社の除外によるものであります。

　

　 ② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

532名(483名) 104名増 50.1歳 13.2年

(注)1.従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

2.従業員数が前事業年度末に比べ104名増加いたしましたのは、スポーツ事業の事業譲渡による
減少及び子会社の株式会社マイスタイルを吸収合併したことによる増加であります。

(14) 主要な借入先及び借入額（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 430,000千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 146,200千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 60,800千円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 88,000,000株

(2) 発行済株式の総数 34,204,189株 (自己株式292,869株を除く。)

(3) 株主数 5,233名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社ヤマノネットワーク 4,688千株 13.7％

山野 義友 4,016 11.7

株式会社ヤマノビューティケミカル 2,320 6.8

山野 功子 2,100 6.1

株式会社ヤマノ 1,479 4.3

ＵＢＳ ＡＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ 1,445 4.2

山野愛子どろんこ美容株式会社 1,087 3.2

ＹＨＣ取引先持株会 737 2.2

日本証券金融株式会社 568 1.7

ＹＨＣ従業員持株会 568 1.7

(注) １．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２. 自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）導入に際して設定した資産管理サービス信託銀行

株式会社(信託E口)が所有する164千株を含んでおりません。
　

3．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等

の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権の状況

　 該当事項はありません。
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4．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 主 山 野 功 子
株式会社すずのき取締役社主
他会社の代表取締役を兼務

代 表 取 締 役 社 長 山 野 義 友
株式会社すずのき代表取締役会長
他子会社の代表取締役を兼務

取 締 役 金 木 俊 明
専務執行役員管理本部長
他子会社の取締役を兼務

取 締 役 岡 田 充 弘
常務執行役員管理副本部長兼
財務経理部長 他子会社の取締役を兼務

取 締 役 木 下 淳 夫 常務執行役員経営企画本部長

取 締 役 中 谷 博 俊 株式会社ヤマノ代表取締役副会長

取 締 役 新 居 靖 之 新居靖之税理士事務所代表

常 勤 監 査 役 海 津 隆 行
株式会社すずのき監査役
他子会社の監査役を兼務

監 査 役 福 原 弘
虎ノ門カレッジ法律事務所代表
株式会社北越銀行社外取締役

監 査 役 灰 原 芳 夫
灰原公認会計士事務所代表
株式会社アミューズ社外監査役

(注) 1. 取締役中谷博俊及び新居靖之の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま
す。なお、当社は、新居靖之氏を東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場）の上
場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

2. 監査役福原弘及び灰原芳夫の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
なお、当社は、灰原芳夫氏を東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場）の上場規
則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

3. 監査役灰原芳夫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を
有するものであります。

4. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
①平成29年６月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、取締役勝田清一氏は任
期満了により退任いたしました。また、株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長、常
務執行役員DSM事業本部長は継続しております。

②平成29年６月29日開催の第31回定時株主総会において、山野功子氏は取締役に選任され
就任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づき賠償責任限度額は、会社法第425条第１

項に定める額を責任の限度としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

８名
(２名)

79,765千円
(4,800千円)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

３名
(２名)

12,600千円
(7,800千円)

合 計 11名 92,365千円

(注) 1. 当事業年度末現在の在籍人員は、取締役７名、監査役３名であります。支給人員は11名で
あります。

2. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額180百万円であります。（平成２年11月15
日開催 第４回定時株主総会決議)

3. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額36百万円であります。（平成２年11月15日
開催 第４回定時株主総会決議)

(4)社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者（または社外役員）の兼任状況及び当該兼任先と当

社との関係

区 分 氏 名 兼職先会社名 兼 職 の 内 容

社外取 締 役
中 谷 博 俊 株式会社ヤマノ 代表取締役副会長

新 居 靖 之 新居靖之税理士事務所 代 表

社外監 査 役

福 原 弘
虎ノ門カレッジ法律事務所 代 表

株式会社北越銀行 社 外 取 締 役

灰 原 芳 夫
灰原公認会計士事務所 代 表

株式会社アミューズ 社 外 監 査 役

(注) 1. 当社と株式会社ヤマノとの間には美容関連商品仕入契約等の取引があります。
2. 当社と新居靖之税理士事務所の間には重要な取引関係はありません。
3. 当社と虎ノ門カレッジ法律事務所及び株式会社北越銀行の間には重要な取引関係はありま

せん。
4. 当社と灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズの間には重要な取引関係はありませ

ん。
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　② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取 締 役

中 谷 博 俊
当事業年度の取締役会18回のうち17回に出席し、議案審議等に
つき、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行っておりま
す。

新 居 靖 之

当事業年度の取締役会18回のうち17回に出席し、議案審議等に
つき、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地から、当社
のコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行って
おります。

社外監 査 役

福 原 弘

当事業年度の取締役会18回のうち17回に、また、監査役会14回
のうち12回に出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的
見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について
の発言を行っております。

灰 原 芳 夫

当事業年度の取締役会18回のうち18回に、また、監査役会14回
のうち14回に出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専
門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持につ
いての発言を行っております。

5．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 監査法人元和

(2) 会計監査人に支払うべき報酬等の額

支 払 額

報酬等の合計額 27,600千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

27,600千円

(注)１．会計監査人の報酬等については、当社監査役会が、取締役、社内関係部署及び会計監査
人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前
の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討して同意したも
のであります。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

　

(3) 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算関

係書類監査の状況

該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると

認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発

生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会

計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定

に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。

6．会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

　当社は、平成18年５月23日の取締役会において上記体制につき、次のとおり

決議いたしました。また、平成20年11月18日及び平成22年３月19日並びに平成

27年５月15日の取締役会において、一部改定しております。

　会社法及び会社法施行規則に基づき、当社は、以下のとおりこの内部統制シ

ステムを整備する。

　

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、

社外弁護士も参加する「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライア

ンスの推進については、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役員及び

従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務

運営にあたるよう、研修等を通じ、指導する。

　また、当社は、相談、通報体制を設け、役員及び従業員が、社内において内

部通報規程を設け、コンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとし

ていることに気がついたときは、総務人事部長、監査役または社会保険労務士

に通報（匿名も可）しなければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、

通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、法令、社内規程に基づき、文書等の保存を行い、取締役及び監査役

がこれら文書等を直ちに閲覧できる体制とする。

　また、この社内規程と情報の管理については、監査役会の意見を得て、情報

セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定める

ことを含めて対応する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び当社企業グループ各社は、内部監査担当部門及びグループ内部監査

委員会が専門的な立場から、環境面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での

内部監査を行う。

　経理面においては、各部門長による自律的な管理を基本としつつ、経理部門

が計数的な管理を行うこととする。

　当社は、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」

を設け、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危

機管理にあたることとする。

　なお、当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い

出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組むとともに、「経営危機管理規程」に

従い、会社全体として対応することとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、職務権限・意思決定ルールの策定により取締役の職務執行の効率化

を図る。また、取締役会が機動的な判断ができるよう、取締役が出席する経営

会議を月１回開催して経営に必要な情報を即時に共有する。

　また、当社取締役及び事業本部長並びに子会社の社長をメンバーとするトレ

ース会議を設け、重要テーマについて、充分な議論を行う。

　業務の運営については、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、業務

の意思決定・監督機能と業務執行機能の違いを認識し、取締役会のチェック機

能を強化するため、執行役員制を導入している。執行役員は大幅な権限移譲の

もとで、取締役会で決定された方針について、その具体的な課題・問題につい

て協議・対応を機動的に行うこととする。
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⑤ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くととも

に、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括、推進

する体制とする。

　また、グループ共通の「コンプライアンス・マニュアル」を策定するととも

に、相談、通報体制の範囲をグループ全体とする。

　なお、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定

期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、今後、必要に応じて、

監査役の業務補助のため監査役スタッフを置き、同スタッフは、監査役から受

けた指示事項については取締役の指揮を受けないものとし、その人事について

は、取締役と監査役が意見交換を行う。

⑦ 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保

するための体制

　取締役または従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実がある

ことを発見したときは無論、そのほかコンプライアンス、リスク管理などに関

わる重要な事実を、直ちに監査役に報告する。

　また、取締役は、監査役が行う監査業務につき、取締役または従業員並びに

当社の会計監査人が全面的に協力する状況が備わるよう努める。

⑧ 財務報告に係る内部統制の推進に関する事項

　当社は財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定め

に従って、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を評価、報

告する体制を整備し運用する。

⑨ 反社会的勢力の排除に関する事項

　当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一

切の関係を持たず、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応するととも

に、警察等の行政機関や外部専門機関等との連携・協力体制を構築する。

⑩ 業務の適正を確保するための体制の運用状況

　当社では上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しているが、

具体的には以下の取り組みを行っている。
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ⅰ)主な会議の開催状況として、取締役会は18回開催され、取締役の職務執行の

適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当

社と利害関係を有しない社外取締役がすべてに出席している。その他、コン

プライアンス委員会を８回、トレース会議を46回開催している。

ⅱ)監査役は、監査役会を14回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づ

き監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、

会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交換等の連携を図っている。

ⅲ)内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社

の業務の監査、内部統制監査を実施している。また、内部監査連絡会を

12回開催し、当社代表取締役及び他の取締役、監査役に対し、業務監査及び

内部統制監査の報告を行っている。

　(2) 株式会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

　

　(3) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

① 剰余金の配当

　当社は、財政状態などを総合的に勘案しつつ、業績に応じた成果の配分を株

主の皆様に行うことを基本方針としております。また、株主の皆様へ、機動的

な利益還元を行うことができるよう、取締役会決議により、会社法第459条第１

項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。

　内部留保につきましては、継続的な安定成長を目指しつつ、経営基盤の強化

のため、有効に活用してまいります。

② 自己株式の取得

　将来の株式価値の最大化を目的とした事業再編を含む機動的な資本政策を実

行可能とするため、必要に応じて自己株式の取得を実施することとしておりま

す。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成30年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,421,967

2,582,035

1,230,798

1,376,305

1,622

12,294

234,798

△15,887

1,987,086

386,356

312,167

26,695

37,411

9,538

543

154,171

125,400

28,771

1,446,557

431,843

7,742

972,218

48,932

△14,178

流 動 負 債 4,836,843

支払手形及び買掛金 1,585,959

電 子 記 録 債 務 286,497

1年内償還予定の社債 22,400

1年内返済予定の長期借入金 165,000

未 払 金 547,581

前 受 金 1,631,094

未 払 法 人 税 等 77,260

賞 与 引 当 金 93,652

ポ イ ン ト 引 当 金 41,045

株 主 優 待 引 当 金 5,193

資 産 除 去 債 務 22,334

そ の 他 358,824

固 定 負 債 976,978

社 債 49,400

長 期 借 入 金 472,000

長 期 未 払 金 97,936

役員株式給付引当金 13,322

繰 延 税 金 負 債 49,468

資 産 除 去 債 務 264,790

そ の 他 30,061

負 債 合 計 5,813,822

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,444,285

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 979

利 益 剰 余 金 1,397,293

自 己 株 式 △53,988

その他の包括利益累計額 150,946

その他有価証券評価差額金 150,946

純 資 産 合 計 1,595,231

資 産 合 計 7,409,053 負 債 及 び 純 資 産 合 計 7,409,053
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,947,485

売 上 原 価 7,260,543

売 上 総 利 益 7,686,941

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,467,564

営 業 利 益 219,377

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 57,034

受 取 地 代 家 賃 2,718

そ の 他 13,359 73,112

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,229

そ の 他 15,098 27,328

経 常 利 益 265,162

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 43,858

関 係 会 社 株 式 売 却 益 499,637

そ の 他 27 543,523

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 479

減 損 損 失 47,716

事 業 撤 退 損 92,718

支 払 補 償 金 25,087

店 舗 閉 鎖 損 失 754

そ の 他 14,172 180,928

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 627,757

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 91,548

法 人 税 等 調 整 額 33,965 125,514

当 期 純 利 益 502,243

親会社株主に帰属する当期純利益 502,243

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月30日 16時44分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



連結株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 100,000 ― 1,111,671 △53,008 1,158,662

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △68,080 ― △68,080

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

― ― 502,243 ― 502,243

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 ― 979 ― 19,028 20,008

株式給付信託による
自 己 株 式 の 取 得

― ― ― △20,008 △20,008

連結子会社株式の売
却による持分の増減

― ― △91,345 ― △91,345

連結子会社株式の追加
取得による持分の増減

― ― △57,195 ― △57,195

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 979 285,622 △980 285,622

当 期 末 残 高 100,000 979 1,397,293 △53,988 1,444,285

　

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価
証券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 9,691 6,081 15,772 1,334,242 2,508,678

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △68,080

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

― ― ― ― 502,243

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― △0

自 己 株 式 の 処 分 ― ― ― ― 20,008

株式給付信託による
自 己 株 式 の 取 得

― ― ― ― △20,008

連結子会社株式の売
却による持分の増減

― ― ― ― △91,345

連結子会社株式の追加
取得による持分の増減

― ― ― ― △57,195

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

141,254 △6,081 135,173 △1,334,242 △1,199,069

当 期 変 動 額 合 計 141,254 △6,081 135,173 △1,334,242 △913,446

当 期 末 残 高 150,946 ― 150,946 ― 1,595,231
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貸 借 対 照 表
(平成30年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,953,354

1,940,399

917,175

878,327

1,622

9,365

97,610

12,294

109,866

△13,308

2,155,115

288,669

237,742

22,541

21,300

6,542

543

25,293

7,532

15,910

1,850

1,841,152

393,326

782,572

9,765

653,519

12,337

△10,369

流 動 負 債 3,782,485

支 払 手 形 829,345

電 子 記 録 債 務 166,093

買 掛 金 437,707

1年内返済予定の長期借入金 126,400

リ ー ス 債 務 22,070

未 払 金 399,211

未 払 費 用 109,347

未 払 法 人 税 等 21,642

未 払 消 費 税 等 108,795

前 受 金 685,699

預 り 金 29,264

賞 与 引 当 金 45,768

ポ イ ン ト 引 当 金 29,106

株 主 優 待 引 当 金 5,193

資 産 除 去 債 務 880

グ ル ー プ 預 り 金 765,961

固 定 負 債 743,746

長 期 借 入 金 414,000

役員株式給付引当金 13,322

リ ー ス 債 務 937

資 産 除 去 債 務 187,819

繰 延 税 金 負 債 41,610

そ の 他 86,056

負 債 合 計 4,526,232

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 1,431,488

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 979

そ の 他 資 本 剰 余 金 979

利 益 剰 余 金 1,384,496

利 益 準 備 金 25,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,359,496

繰 越 利 益 剰 余 金 1,359,496

自 己 株 式 △53,988

評 価 ・ 換 算 差 額 等 150,748

その他有価証券評価差額金 150,748

純 資 産 合 計 1,582,236

資 産 合 計 6,108,469 負 債 及 び 純 資 産 合 計 6,108,469
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損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 9,739,677

売 上 原 価 4,598,197

売 上 総 利 益 5,141,479

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,072,485

営 業 利 益 68,993

営 業 外 収 益

受 取 利 息 194

受 取 配 当 金 125,888

協 賛 金 収 入 1,967

そ の 他 9,196 137,245

営 業 外 費 用

支 払 利 息 22,723

そ の 他 10,120 32,844

経 常 利 益 173,394

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 932,404

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 33,848 966,253

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 422

減 損 損 失 45,074

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損 184,346

事 業 譲 渡 損 92,718

店 舗 閉 鎖 損 失 754

そ の 他 29,265 352,582

税 引 前 当 期 純 利 益 787,065

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,642

法 人 税 等 調 整 額 34,592 56,234

当 期 純 利 益 730,831
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株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余

金 合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 ― ― 23,579 698,166 721,745 △53,008

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △68,080 △68,080 ―

利益準備金の積立 ― ― ― 1,421 △1,421 ― ―

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 730,831 730,831 ―

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ― △0

自 己 株 式 の 処 分 ― 979 979 ― ― ― 19,028

株 式 給 付 信 託 に
よる自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △20,008

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) ― ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 979 979 1,421 661,330 662,751 △980

当 期 末 残 高 100,000 979 979 25,000 1,359,496 1,384,496 △53,988
　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
株 主 資 本
合 計

その他有価
証券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 768,737 ― ― 768,737

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,080 ― ― △68,080

利益準備金の積立 ― ― ― ―

当 期 純 利 益 730,831 ― ― 730,831

自 己 株 式 の 取 得 △0 ― ― △0

自 己 株 式 の 処 分 20,008 ― ― 20,008

株式給付信託による
自 己 株 式 の 取 得

△20,008 ― ― △20,008

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

― 150,748 150,748 150,748

当 期 変 動 額 合 計 662,750 150,748 150,748 813,499

当 期 末 残 高 1,431,488 150,748 150,748 1,582,236
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連結注記表及び個別注記表について
　株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注
記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト
（http://www.yamano-hd.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載し
ておりません。また、「連結注記表」及び「個別注記表」は、会計監査人が会計監査
報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
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連結計算書類に係る監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年５月25日

株式会社ヤマノホールディングス

　取締役会 御中

監査法人元和

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 星 山 和 彦 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマノホールディングスの平成

29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ヤマノホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年５月25日

株式会社ヤマノホールディングス

　取締役会 御中

監査法人元和

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 星 山 和 彦 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヤマノホールディングス
の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　
　当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第32期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の上、本監査報告書を作成し以下の通り報告
いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めると共に、以下の方法で監査を実施致しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査致しました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を
受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合する事を確保する
ための体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の適正を確保するために必要
なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
と共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」
(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28
日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書
類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討
いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月29日
株式会社ヤマノホールディングス 監査役会

常 勤 監 査 役 海 津 隆 行 ㊞
社 外 監 査 役 福 原 弘 ㊞
社 外 監 査 役 灰 原 芳 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　

　

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

当社グループは平成30年３月期において、「スポーツ事業」・「卸売事業」から

の撤退を行い、当社グループを「美容事業」及び「和装宝飾事業」に集約する

大規模な選択と集中を実行いたしました。今後、当社グループの新たな成長加

速の実現に向けて、事業領域の拡大を視野に入れたＭ＆Ａや新規事業の開拓を

積極的に推進し、グループの企業価値向上を図っていくため、定款の第２条の

目的を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款 変 更 案

(目 的）

第２条 本会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。

１．次の事業を営む会社及びこれに相当
する事業を営む外国会社の株式を保有
することによる当該会社の事業活動の
支配・管理。

1)～6) (条文省略)

7) 下記に掲げるものの販売

　① 医薬品、ビタミンなどの栄養素を
補給した栄養補助食品

　②～⑩ (条文省略)

　 (新 設)

8)～9) (条文省略)

10) 結婚式場、着付け・料理教室、食堂
及びレストランの経営

11)～34) (条文省略)

35）美容室の経営

(目 的）

第２条 本会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。

１．次の事業を営む会社及びこれに相当
する事業を営む外国会社の株式を保有
することによる当該会社の事業活動の
支配・管理。

1)～6) (現行どおり)

7) 下記に掲げるものの販売

　① 医薬品、ビタミンなどの栄養素を
補給した栄養補助食品、健康食品、自
然食品

　②～⑩ (現行どおり)

　⑪ファンシー商品、ホビークラフト商
品、ギフト商品

8)～9) (現行どおり)

10）ホテル、レストラン、飲食店、結婚
式場の経営

11)～34) (現行どおり)

35）美容室、理容室、ネイルサロン、エ
ステティックサロンの経営

― 29 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月30日 16時44分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



現 行 定 款 変 更 案

36） (条文省略)

37）～ 52）（新設）

36） (現行どおり)

37）割賦販売法に基づく割賦販売業及び
割賦販売斡旋業務

38）薬局の経営並びに医薬品の販売・卸
売業

39）クリーニング業

40）インターネット及びカタログによる
通信販売及び仲介

41）有料老人ホーム事業その他介護等の
高齢者向けサービス業

42）写真スタジオの経営

43）労働者派遣事業及び有料職業紹介事
業

44）Ｍ＆Ａ（企業の提携・合併・買収）
の仲介及びコンサルティング業務

45）インターネットのホームページの企
画、制作及び運営

46）自転車及びその部品並びに自転車付
属品の製造、販売及び輸出入業

47）総務・経理事務受託代行業務

48) 商標権の実施許諾

49) 経営上必要と認めた他の会社への投
資

50）各種教室の経営(着付・美容・料
理・語学・パソコン・学習塾)

51)個人及び企業の経営活性化の為の人
材教育並びに研修業

52)前各号に附帯又は関連する一切の事
業
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現 行 定 款 変 更 案

２.前項各号に附帯又は関連する一切の
事業。

３. 本会社は前項の目的のほか、次の事
業を営むことを目的とする。

1) 総務・経理事務受託代行業務

2) 不動産の売買、賃貸

3) 商標権の実施許諾

4) 経営上必要と認めた他の会社への投
資

5) 前各号に附帯する一切の業務

２. 本会社は前項 1）から 51）まで、
及びこれらに附帯する一切の事業を営
むことができる。

（削除）
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第２号議案 取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改

めて取締役７名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

１
山
や ま の の り こ

野 功 子

(昭和16年９月１日生)

昭和46年７月 株式会社ヤマノビューティメイト
(現株式会社ヤマノビューティメ
イトグループ)設立に参加、美容
部長

2,100,800株

昭和57年１月 株式会社ヤマノビューティメイト
取締役

昭和61年10月 ヤマノクレスティアカデミー(現
ヤマノエステティック総合学院)
開校、副校長

平成元年８月 株式会社ヤマノビューティケミカ
ル代表取締役

平成３年４月 全日本エステ指導育成協会設立、
副会長

平成７年８月 株式会社ヤマノビューティメイト
(現株式会社ヤマノビューティメ
イトグループ)代表取締役社主(現
任)

平成７年８月 ヤマノクレスティアカデミー(現
ヤマノエステティック総合学院)
開校、校長

平成７年８月 全日本エステ指導育成協会会長
(現任)

平成17年４月 ヤマノエステティック総合学院学
長(現任)

平成25年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社代
表取締役社主(現任)

平成28年９月 株式会社ヤマノネットワーク代表
取締役(現任)

平成29年３月 株式会社すずのき取締役社主(現
任)

平成29年６月 当社取締役社主(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

２
山
や ま の よ し と も

野 義 友

（昭和45年２月17日生)

平成13年10月 株式会社ヤマノリテーリングス取
締役副社長

4,016,900株

平成14年６月 同社代表取締役社長

平成16年６月 当社取締役

平成17年１月 株式会社アールエフシー取締役

平成19年１月 株式会社ヤマノ1909セイビング取
締役

平成21年５月 株式会社マイスタイル代表取締役
社長

平成21年10月 当社取締役副社長兼営業本部長

平成22年５月 株式会社アールエフシー代表取締
役社長

平成22年６月 当社代表取締役社長（現任）

平成22年６月 株式会社ヤマノ1909セイビング代
表取締役社長

平成24年３月 ＨＭリテーリングス株式会社代表
取締役社長

平成24年10月 株式会社ヤマノセイビング代表取
締役社長

平成25年４月 株式会社ら・たんす山野代表取締
役社長

平成27年11月 株式会社すずのき代表取締役会長
（現任）

平成28年６月 株式会社ヤマノセイビング代表取
締役会長(現任)

３
金
か ね き と し あ き

木 俊 明

(昭和25年４月５日生)

昭和50年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三
井住友銀行）入行

18,900株

平成13年10月 当社入社財務部長

平成14年６月 当社執行役員（ＣＦＯ）財務部長

平成15年６月 当社常務執行役員（ＣＦＯ）財務
本部長

平成17年６月 当社取締役常務執行役員（ＣＦＯ）
財務本部長

平成20年６月 当社取締役財務本部長

平成21年10月 当社取締役執行役員経営企画室長
兼財務部長

平成22年６月 当社取締役執行役員管理本部長

平成23年６月 当社取締役常務執行役員管理本部
長

平成25年４月 株式会社ら・たんす山野取締役

平成25年６月 当社取締役専務執行役員管理本部
長（現任）

平成26年４月 ＨＭリテーリングス株式会社取締
役

平成26年６月 株式会社ヤマノセイビング取締役
（現任）

平成27年11月 株式会社すずのき監査役
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

４
岡
お か だ み つ ひ ろ

田 充 弘

(昭和34年２月３日生)

昭和58年７月 当社入社

18,000株

平成15年４月 当社連結管理部長

平成23年６月 当社執行役員管理副本部長兼連結
管理部長

平成24年４月 当社執行役員管理副本部長兼財務
経理部長

平成25年６月 当社取締役常務執行役員管理副本
部長兼財務経理部長

平成26年４月 ＨＭリテーリングス株式会社取締
役

平成26年６月 株式会社ヤマノセイビング取締役
（現任）

平成27年11月 株式会社すずのき取締役（現任）

平成28年11月 株式会社マイスタイル取締役

平成30年４月 当社取締役常務執行役員管理副本
部長(現任）

５
木
き の し た あ つ お

下 淳 夫

(昭和37年９月18日生)

昭和61年４月 野村證券株式会社入社

10,400株

平成13年２月 ソフトバンク・インベストメント
株式会社(現ＳＢＩホールディン
グス株式会社)大阪支店長

平成18年５月 同社営業企画部部長

平成20年３月 ＭＴラボ株式会社入社 マネジン
グディレクター

平成22年３月 株式会社グローバルＭＡパートナ
ーズ法人部長

平成24年９月 株式会社ＭＡプラットフォーム戦
略本部部長

平成27年５月 当社入社執行役員経営企画本部長

平成27年６月 当社取締役執行役員経営企画本部
長

平成29年６月 当社取締役常務執行役員経営企画
本部長（現任）

６
中
な か や ひ ろ と し

谷 博 俊
(昭和22年４月９日生)

昭和54年10月 山野美容商事株式会社入社

―

昭和54年10月
同社の商事部門を分社し株式会
社ヤマノを設立され取締役就任

昭和62年３月 同社取締役副社長

平成25年４月 同社取締役副会長

平成25年６月 当社取締役（現任）

平成28年９月
株式会社ヤマノ代表取締役副会長
（現任）

７
新
あ ら い や す ゆ き

居 靖 之

(昭和15年１月24日生)

昭和50年６月 税理士登録

―昭和50年７月 新居靖之税理士事務所代表(現任)

平成26年６月 当社取締役（現任）

(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．中谷博俊氏は、社外取締役候補者であります。
　 なお、中谷博俊氏は、長年にわたり株式会社ヤマノの取締役を務めており、経営者として

豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営
全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、
社外取締役として選任するものであります。

３．中谷博俊氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となります。
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４．新居靖之氏は、社外取締役候補者であります。
　 なお、新居靖之氏は、税理士として専門的な知識、豊富な経験を有されており、専門的見

地から、有効な意見をいただくことを期待するため、社外取締役として選任するものであ
ります。

　 また、新居靖之氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証
券取引所に対し届け出ています。

　 同氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として、経営
の監督とチェック機能の観点から社外取締役として職務を適切に遂行することができるも
のと判断いたします。

５．新居靖之氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
６．当社は現在、中谷博俊氏及び新居靖之氏との間で会社法第423条第１項の責任限定契約を締

結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との当該責任限定契約を継続
する予定であります。

　 なお、その契約内容は次のとおりであります。
　 ・社外取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１

項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
　 ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

以 上
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西武新宿駅西武新宿駅

新宿駅新宿駅

都庁前駅都庁前駅

西新宿駅西新宿駅

新宿西口駅新宿西口駅
大江戸線

新宿税務署

成子天
神社

ファミリー
マート

新宿警察署

住友不動産
西新宿ビル

ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター

（住友不動産新宿グランドタワー内）

セブン
イレブン

ヒルトン
東京

東京医科
大学病院

ハイアット
リージェンシー

東京

新宿住友ホール
・スカイルーム
（新宿住友ビル）

デニーズ

丸ノ内線青梅街道

十二社通り

公園通り

京王プラザ
ホテル

東京都庁

ベルサール西新宿
（住友不動産

西新宿ビル３号館）

ベルサール新宿
セントラルパーク

（住友不動産新宿
セントラルパークビル）

新宿オーク
タワー会議室

（住友不動産
新宿オークタワー）

新宿
中央公園

出光ＧＳ

税
務
署
通
り

ＪＲ線

神田川
神田川

淀橋

成子天神下

西口

1

E4

D4

株主総会会場案内図

会場 東京都新宿区西新宿８丁目17番１号

　住友不動産新宿グランドタワー ５階
（コンファレンスセンター）

　

　
●交通「西新宿駅」１番出口より徒歩３分(丸ノ内線)

「都庁前駅」Ｅ４出口より徒歩７分(大江戸線)
「新宿西口駅」Ｄ４出口より徒歩11分(大江戸線)
「新宿駅」西口より徒歩15分(ＪＲ線・丸ノ内線・大江戸線等)

(お車でのご来場はご遠慮ください)
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